推薦調書の作成の留意点等

令和８年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰
及び厚生労働大臣表彰推薦要領より抜粋


１　（別紙２）調書の「１ 基本情報」に記載する名称は，｢運営法人｣の名称の欄には登記簿謄本（履歴事項全部証明書）に記載の名称を，｢事業所・施設等｣の名称の欄には，介護保険法に基づく指定を受けている者はその指定を受けている名称を，老人福祉法に基づき届出を行っている者はその届出をしている名称を，若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録を行っている者はその登録をしている名称を記載すること。

２　（別紙２）調書の「２ 具体的な取組内容」のそれぞれが審査で配点される項目であるため，全ての項目を具体的に記入すること。
記載内容は，大分類「職員の待遇改善に係る取組（待遇改善）」，「人材育成に係る取組（人材育成）」，「介護現場の生産性向上に係る取組（生産性向上）」より，一つ以上選択すること。ただし，同一の大分類について２つ以上記載することはできない（例：待遇改善の取組を複数選択することはできないので，待遇改善，人材育成，生産性向上の各取組は１つずつであること）。
なお，｢抱えていた課題｣，｢取組時期｣，｢要したコスト｣，｢特筆すべきアピールポイント｣及び｢今後の展望｣は調書の｢小分類｣で記入した取組に対応する記載とすること。
（別紙２）調書の｢２ 具体的な取組内容｣における｢実効性｣及び｢持続性｣は，複数の取組の実践を通じてその事業所・施設の全体に波及した効果について記載すること。なお，取組が１つのみであっても，｢実効性｣及び｢持続性｣を記載すること。

３　調書等の提出は，電子媒体のみとし，紙媒体の提出は不要とすること。

４　調書等の内容を補足するため，写真等の参考資料を添付することを可能とするが，１事業所・施設等につき，10ページを上限とすること。
なお，提出に際して，電子媒体での送付が困難な場合，個別に連絡の上，別途指定する部数の紙媒体を提出すること。
なお，参考資料は調書等の記載内容を確認することに用い，選考において評価の対象とはなりません。

５　調書等の提出と併せて，事務局の求めに応じ，介護事業者の取組と関連する写真の電子媒体を提出すること。

６　上記の他，審査の過程において，必要に応じて追加資料の提出や内容の照会をする場合があること。

７　本表彰は，介護事業者（事業所・施設）単位で表彰を行うものであり，運営法人単位で行うものではないことに留意すること。また，平成24年４月以降に開始した取組を行った事業者を推薦の対象とされていることに留意すること。

８　国による審査は，令和８年４～６月を目途に実施される予定である。
また，同年夏頃を目途に，内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した介護事業者に対する表彰式を実施される予定である。
表彰された介護事業者におかれては，介護事業者の代表者及び介護職員等といった現場の職員の両者が出席することが望ましいこと。



表彰の種類及び表彰数

令和８年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰
及び厚生労働大臣表彰推薦要領より抜粋


推薦事業者については，厚生労働省老健局長による委嘱を受けた者によって構成される委員会の審査を経て，以下のとおり表彰する。

（１）　内閣総理大臣表彰
特に優れた取組を行う事業者を数名程度。

（２）　厚生労働大臣表彰
①　優良賞「居宅サービス部門」
介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第１項に定める｢居宅サービス（｢特定施設入居者生活介護｣を除く）｣，同条第14項に定める｢地域密着型サービス（｢認知症対応型共同生活介護｣，｢地域密着型特定施設入居者生活介護｣及び｢地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護｣を除く）｣，同条第24項に定める｢居宅介護支援｣，第８条の２第１項に定める「介護予防サービス（「介護予防特定施設入居者生活介護」を除く）」，同条第12項に定める「地域密着型介護予防サービス」及び同条第16項に定める「介護予防支援」として指定を受けている者，第115条の46に定める「地域包括支援センター」，並びに老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２第1項に定める「老人介護支援センター」を設置する者であって，優れた取組を行う事業者（（１）内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。）を数名程度。

②　優良賞「施設・居住サービス部門」
介護保険法第８条11項に定める｢特定施設入居者生活介護｣，同条第20項に定める｢認知症対応型共同生活介護｣，同条第21項に定める｢地域密着型特定施設入居者生活介護｣，同条第22項に定める｢地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護｣，同条第27項に定める「介護老人福祉施設」，同条第28項に定める「介護老人保険施設」，同条第29項に定める「介護医療院」として指定を受けている者，老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に定める｢養護老人ホーム｣，第20条の６に定める｢軽費老人ホーム｣，第29条に定める｢有料老人ホーム｣として届出をしている者及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１項に定める｢サービス付き高齢者向け住宅｣として登録している者であって，優れた取組を行う事業者（（１）内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。）を数名程度。

③　奨励賞
上記以外の事業者。ただし，委員会において不適当と判断された者を除く。

